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「相続放棄の悩み」 

（その２） 

借金ばかりが残り、守るべき財産が何もなければ相続放棄を選択する悩みは 

少ない。しかし、借金もあるが自宅として土地・建物もある場合、相続放棄す 

ると残された家族は家を失ってしまう。とりわけ高齢の妻が残された時、悩み 

は深い。 

【C さんのケース】 

C さんは、自宅（土地・建物）を残して亡くなった。相続人は、同居の高齢 

の妻と嫁に行った娘の D さんの２人。 
C さんには、すでに分かっている銀行からの借金のほか、不確かだが保証債務 

がある可能性か高いと D さんは心配している。D さんは、「限定承認ができない 

でしょうか」と質問してきた。 

確かに、限定承認すれば被相続人が残した財産の範囲内で借金や確定した保証 

債務を払えばよいので、相続人へ被害は及ばない。そのため、不確定要素の債 

務がある時に、「念のため限定承認しておきたい」 と考える気持ちは理解できる。 

借金を抱えた相続人が、何か良い方法はないものかと相続の本を読むと「限定 

承認」という制度がとても魅力的に見えてくるからだ。 

もし D さんが母と共同して限定承認すると、相続人の中から「相続財産管理 

人」が家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理と清算の責任を負わされ 

る。年齢などから見て D さんが選任され、以後の面倒な手続きを進めていくこ 

とになる。もちろん弁護士に依頼することもできるが費用がかかる。相続財産 

管理人は、官報による「公告」や内容証明による「催告」を行い、債権者に債 

権の申出を求める。一定期間までに債権者から申出がなければ、配当から排除 

できる。しかし、債権まで消滅させることはできない。その後、債権者があら 

われれば「残余財産で」弁済する必要がある。自宅が残っていれば弁済しなけ 

ればならない。だとすると、手間や費用をかけて限定承認してもメリットは少 

ないことになる。 

そこで、方法は①母も D さんも相続し、リスクも全てを引継ぐ。その場合、 
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共に債務から逃れられない。②母だけが相続し、D さんは相続放棄する。もし、 

多額の保証債務が出てきた時は、家を処分し、D さんが母を引き取り守る。何 

事もなければ、母の家はいずれ D さんが相続する。D さんは母と相談し、②を 

選んだ。D さんは、必要書類を取寄せ自ら家庭裁判所に出かけ自分の相続放棄 

手続きを行うことにした。 

そこで、次の悩みが D さん（第１順位）の放棄による「順位変更」である。 
C さんの両親（第２順位）は既に亡くなっていたので、D さんが放棄すると C 
さんの３人の兄弟妹（第３順位）が相続人になる。 

「②の方法では、 ３人のオジ・オバを巻き込むことになりますがいいのですか？ 

事情も話す必要があります。協力は得られますか？」と、確認する。 

プラス財産がなければ、第３順位の相続人に放棄の協力は得やすい。しかし、 

プラス財産があり、「母の名義にするため相続放棄の協力をしてくれ」となると 

微妙な感情が動く。 
D さんの予想に反し、反対意見が出た。それは決して４分の１の財産が欲しい 

という理由ではなかった。「C は、愛する妻や娘を苦しめるような借金をするは 

ずがない。C の思いのためにも相続して欲しい。もし C がお世話になった人か 

ら借金していたら放棄せずにお返しすべきだ」と。ここから D さんの奮闘が始 

まる。D さんにとっては初めての相続体験。父の死の悲しみの中、遺品の整理 

をしながらオジ・オバと話し合う。 D さんの熱意が通じやっと協力を得られた。 

時間との勝負の中、D さんが窓口になり相続放棄の手続きが動き出した。D さ 

んに手続きのアドバイスはするが、D さんに動いてもらう。家庭も持ち、仕事 

も持つ D さんが慣れない手続きを自分でやるのは実は大変なこと。しかし、父 

親の C さんが作ってくれたこの機会と時間に意味がある。父を思い、親戚とも 

話し合い、自ら動いて母を守る。何よりの供養であり、親孝行なのだと思う。 

（文責：内藤 雄）


